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 1944年に署名された国際民間航空条約（シカゴ条約）は、締約国の航空機の運航・運用等に関する様々な義務
について定めており、技術基準や運用基準は国際民間航空機関（ICAO）が作成するシカゴ条約の附属書で定義

具体的な運用については、当該附属書に則る形で各国の関連法規等で細かく規定されており、我が国では航空
法や航空法施行規則等が該当。航空機火災対応に関係する事項は第１４附属書「飛行場」に規定

２ー１．空港管理者の役割

（１）国際民間航空条約（シカゴ条約）に基づく責務

出典：ICAO資料より作成

第１附属書：技能証明
国際民間航空条約

（シカゴ条約）

国際⺠間航空条約及びICAO附属書の体系

第2附属書：航空規則

・・・

第12附属書：捜索救難

第13附属書：事故調査

第14附属書：飛行場

・・・

第１９付属書：安全管理

国際民間航空条約 第１４附属書「飛行場」
第9章：飛行場運用サービス、設備及び施設
国際民間航空条約 第１４附属書「飛行場」
第9章：飛行場運用サービス、設備及び施設

9.1 飛行場緊急時対応計画
飛行場緊急時対応計画は、飛行場又はその周辺で発生する緊
急事態に対処するために、飛行場に準備するプロセスである。
この飛行場緊急時対応計画の目標は、緊急事態の影響、特に人
命救助と航空機の運航維持に関する影響を最小限に留めよう
とするものである。当該飛行場緊急時対応計画は、緊急時に応
じて支援ができるかも知れない別の飛行場諸機関(又は業務)
及び周辺地域の諸機関の出場に対する手順を述べている。飛
行場緊急時対応計画を作成する主務当局を支援するための指
針資料は、空港業務マニュアル（Doc 9137）第7部に記載され
ている。

9.2 救難及び消防
救難及び消防業務の主たる目標は、航空機事故又は飛行場若
しくはすぐ近くでのインシデント発生時の人命救助である。生存
可能な状態を作り出し維持し、搭乗者に退避ルートを提供し、及
び直接支援なしには逃げ出せない搭乗者の救助を開始するた
めに、救難及び消防業務が提供されている。救難には、装備の
使用や、救難及び消防目的で当初確かめられた職員以外の職
員が必要になる場合がある。
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我が国においては、航空機火災に対して空港等が備える事項に関して、シカゴ条約第１４附属書に則った上で、航
空法や航空法施行規則等によって規定するほか、国土交通省が策定する基準等に基づき、各空港管理者が整備

２ー１．空港管理者の役割

（２）航空法及び関連規程

我が国における規則体系
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国際民間航空条約 第１４附属書「飛行場」
9.2 救難及び消防
救難及び消防業務の主たる目標は、航空機事故又は飛行場での若しくはすぐ近くでのインシデント発生時の人命救助である。生存可能な状
態を作り出し維持し、搭乗者に退避ルートを提供し、及び直接支援なしには逃げ出せない搭乗者の救助を開始するため、に、救難及び消防
業務が提供されている。救難には、装備の使用や、救難及び消防目的で当初確かめられた職員以外の職員が必要になる場合がある。

空港業務マニュアル第1部（救難及び消防） 空港業務マニュアル第7部（空港緊急計画）

航空法第四十七条（空港等または空港保安施設の管理）
空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で
定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従
つて当該施設を管理しなければならない。

航空法第四十七条の二（空港機能管理規程）
空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、国土交通省令で定め
るところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを
変更しようとするときも、同様とする。

航空法施行規則九十二条：空港等の機能の確保に関する基準
八 空港等における航空機の火災その他の事故に対処するため必
要な消火設備及び救難設備を備え、事故が発生したときは、直ち
に必要な措置を講ずること。

航空法施行規則第九十二条の二：空港機能管理規程の届出
第一項の規定により、空港機能管理規程の設定又は変更の届出を
しようとする者は、・・・次に掲げる事項を記載した空港機能管理規
程設定（変更）届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

空港等における消火救難体制の整備基準 空港機能管理規程（セイフティ編）策定基準

資機材・施設整備
○○空港機能管理規程（セイフティ編）

（項目内容の一部「緊急時対応計画」）
○○空港消火救難業務運用要領

【各空港管理者】

【国土交通省】



我が国では、空港とは、空港法第２条に定められたものをいい、空港管理者やその用途によって、同法第４条、
第５条、及び附則第２条第１項に定められたとおり区分されている。

２ー１．空港管理者の役割

（３）空港の種類

出典：国土交通省 空港一覧（令和7年8月1日）

より作成

拠点空港 (28)

地方管理空港
(54)

その他の空港 (7)

共用空港 (8)

空港

ヘリポート・
非共用飛行場

公用ヘリポート
(12)

非公共用
ヘリポート (83)

非公共用飛行場
(3)

会社管理空港 (4)

国管理空港 (19)

特定地方管理空港 (5)

空港等

空港の種類（カッコ内の数字は箇所数）

成田国際、中部国際、関西国際、大阪国際

東京国際、新千歳、稚内、釧路、函館、仙台、
新潟、広島、高松、松山、高知、福岡、北九州、
長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇

鹿部、竜ヶ崎、ホンダエアポート

青森県庁、中央合同庁舎第２号館、
アークヒルズ、福井県立病院 等

空港法附則第２条第１項に規定する空港
札幌、千歳、三沢、百里、小松、美保、岩国、徳島

豊富、米沢、栃木、群馬、高崎、東京都東京、静岡、
若狭、津市伊勢湾、奈良県、広島、枕崎

空港法第５条第１項に規定する国際航空輸送網又は国内航空輸送網を
形成する上で重要な役割を果たす空港
青森、福島、松本、静岡、富山、能登、福井、神戸、鳥取、隠岐、出雲、岡山、佐賀等

旭川、帯広、秋田、山形、山口宇部

空港法第２条に規定する空港のうち、拠点空港、地方管理空港及び公共用
ヘリポートを除く空港
調布、名古屋、但馬、岡南、天草、大分県央、八尾

空港法第４条第１項各号に掲げる空港

その他
自衛隊／在日米軍

立川、松島、横田、入間、
嘉手納、普天間 等
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２ー１．空港管理者の役割

（４）空港の設備整備・保安管理・防火管理①：消火救難体制

出典：国土交通省「空港等における消火救難体制の整備基準」より作成

1.目的
この整備基準は、国際民間航空条約第１４付属書第Ⅰ巻に規定する標準及び勧告方式により同書に規定する関係マニュアル等に準拠して、

空港法（昭和３１年法律第８０号）第２条に規定する空港又は同法附則第２条第１項に規定する共用空港の民間航空専用施設（以下「空港」と
いう。）及びヘリポート並びにその周辺で発生する航空機事故等に備えて人命救助を目的とする消火救難機材の配備、空港消防職員の訓練
等の基準を定めることにより、空港管理者及びヘリポート管理者が行う消火救難業務の迅速かつ的確な遂行を図ることを目的とする。

2.適用
（１） この整備基準は、空港における火災及びその周辺における航空機に関する火災並びにそれらのおそれのある事態（以下「緊急事態」と

いう。）にあたっての人命救助を目的とする消火救難業務に適用する。
（２） この整備基準は、空港管理者及びヘリポート管理者が整備すべき消火救難機材及び救急医療資器材の配備、要員配置並びに施設要

件の整備に適用する。ただし、共用空港においては、消火救難業務を防衛省または米軍が実施しているため、民間航空専用施設の管理
者は救難機材及び救急医療資器材の整備を行うものとする。

（３） この整備基準は、主として航空機に関する火災に対応した消火救難業務について規定しているため、空港内における建物火災及び燃
料施設火災等に対する本基準の適用にあたっては、施設管理者及び関係する消防機関との間で所要の調整を図るものとする。
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 「空港等における消火救難体制の整備基準」では、空港管理者が消火救難業務のために整備すべき事項を規定

空港等における消火救難体制の整備基準 目次（抄）



＜保安管理＞

 「空港機能管理規程（セイフティ編）策定基準」では、空港の管理を行うにあたり、その機能を確保するための管理

の方針・体制・方法等を各空港が空港機能管理規程（セイフティ編）に定めるための事項を規定している。

同規程には、空港による航空機火災対応に関連する事項として、以下の事項などが規定されている。

〇空港及びその周辺で緊急事態（航空機事故（空港内、空港外）等）が発生した場合に迅速かつ適切に対処するた

めの「空港緊急時対応計画」の策定

〇消防、医療及警察機関等との緊急相互援助協定の締結

〇緊急時対応のための定期的総合訓練等の実施

〇消火・救難体制の整備、業務要領（出動要領・応急措置手順等）の策定

＜防火管理＞

 空港等に所在する、ターミナルビルなどの防火対象物に対する防火管理については、消防法第８条に基づき実

施されている。また、空港等における航空燃料給油施設などには消防法における危険物としての規制が適用さ

れる。

 これらの施設の消火対応については、他の防火対象物と同様に消防機関による対応が必要となる。

 「空港緊急時対応計画」では、「ターミナルビル等の火災編」や「危険物の漏洩編」が規定されているが、その防火

管理や火災対応に当たっては消防機関と空港管理者の連携が重要である。

２ー１．空港管理者の役割

（４）空港の設備整備・保安管理・防火管理②：保安管理、防火管理
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空港等は、航空法施行規則第92条（空港等の機能の確保に関する基準）において「消火設備及び救難設備を備え、

事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずる」とされていることから、空港における航空機火災では、

空港は、いわゆる自衛消防（空港消防）としての消火救護業務を行うこととなる。

一方で、消防組織法第６条（市町村の消防に関する責任）は、

「市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。 」

と規定していることから、区域内の空港も含めた市町村内の消防に関する責任を同時に負っている。

 このため、空港消防と消防機関は、空港等における航空機火災に対して互いに協力し合って対応する必要がある。

空港消防と消防機関の協力関係について消防庁は旧運輸省航空局と協議し、「○○空港及びその周辺における

消火救難活動に関する協定（準則）」（昭和４５年６月２日付け消防防第３２８号 消防庁次長通知）を定め、

令和６年４月１日現在、運営中のすべての空港と空港所在市町村の消防機関の間で協定が締結されている。

２ー２．消防機関の役割

（１）消防組織法に基づく消防機関の責務
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消防機関では、消防組織法第6条の市町村消防の責務を果たすことを目的に、市町村内で航空機火災が発生
した場合における消防機関の対応手順等について、あらかじめ警防計画（消防計画）を定めておくことが重要

警防計画（消防計画）作成の際は、空港消防の設備、消防機関の消防力、就航航空機情報等を継続的に把握し、
これらを踏まえることが重要であり、必要な場合は近隣消防機関の消防力も把握した上で、航空機火災を念頭に
置いた消防相互応援協定、都道府県内消防相互応援協定、緊急消防援助隊の応援要請の考慮も重要

消防本部内の訓練のみならず、近隣消防本部との連携訓練、空港管理者等との連携等の訓練を実施し、訓練結果
を踏まえて空港との協議や警防計画（消防計画）の内容を見直すことなどが重要
※消防計画：市町村消防計画の基準（昭和４１年２月１７日消防庁告示第１号）における警防計画を含む計画。消防法第８条に基づく防火対象物の消防計画とは異なる。

２ー２．消防機関の役割

（２）警防計画の作成と訓練の実施

空港内での航空機火災対応に係る警防計画の構成（一例）
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1. 総則
(1) 目的
(2) 本計画の適用範囲

2. ○○空港の体制
(1) 設備等

① 空港カテゴリー
② 消防力

(2) ○○空港が設置する連絡体制

3. ○○市消防本部（局）の役割

4. ○○空港における航空機災害出動指針
(1) 出動基準
(2) 部隊編成
(３) 乱気流等による航空機内での傷病者の発生時の対応
(４) 海上の航空事故
(５) 集結場所

①空港内での災害
② ○○市海域での災害
③陸上部での災害

5. ○○空港における航空機災害出動基準

6. 対策本部等の設置
(1) ○○市により設置される対策本部
(2) 消防本部（局）の指揮体制

7. 関係機関との連絡系統
(1) ○○空港オペレーションセンターとの連絡等
(2) ○○空港消防隊との連絡等

8. 傷病者搬送体制
(1) 活動要領
(2) 任務

9. 安全管理

10. 応援要請

11. 非常招集
(1) 消防職員
(2) 消防団員



消防機関は、消防組織法第３９条第２項に基づく相互応援協定として、都道府県内の全市町村・消防の一部事務

組合等が参加した消防相互応援協定（常備化市町村のみを対象とした協定を含む。）は全都道府県において締結

され、近隣市町村同士での相互応援協定も多く締結されている。

航空機の墜落等による大規模な災害の発生について、管轄消防本部の消防力だけでは対応できない場合の対応

を目的とした、空港近隣市町村間での消防相互応援協定が締結されている場合がある。

２ー２．消防機関の役割

（３）消防相互応援協定の締結

航空機災害対応を目的とした消防相互応援協定の締結（例）
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締結市町村協定名

名古屋市、東海市、大府市、知多市、知多中部広域事務組合、
知多南部消防組合

中部国際空港
消防相互応援協定

池田市、大阪市、伊丹市
航空機等の災害相互応援
に関する協定

大阪市、豊中市、池田市、堺市、 東大阪市、吹田市、八尾市、松原市、
高石市、柏原羽曳野藤井寺消防組合、 尼崎市、西宮市、伊丹市、
宝塚市、 川西市

大阪国際空港周辺都市
航空機災害消防相互応援協定



災害対策基本法は、第４条で都道府県の、第５条で市町村の責務を定め、都道府県及び市町村では地域防災計画
（航空災害対策編）等において、航空機災害が発生した場合の対応を規定している。

地域防災計画では、航空機災害対応について、都道府県（市町村）の各部署や市町村（都道府県）との関係、医師
会・病院などの行政外部の機関の役割等も規定されており、航空機災害が発生した際における消防機関の役割
や関係機関との関係についても整理されている。

２ー３．地域防災計画における航空機災害対応

市町村・都道府県の役割

出典：千葉県地域防災計画 第6編公共交通等事故編、成田市地域防災計画 災害応急対策編 大規模事故対策計画より作成

千葉県地域防災計画における航空機災害発生時
（成田空港区域内）の情報受伝達ルート
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成田市地域防災計画における航空機事故発生時の
市役所各部局、関係機関の担当事項


